
住まいに困窮する者の市営住宅の一時入居（目的外使用）に関する取扱要綱

（目的）

第１条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の影響等に伴う離職、廃業や

休業等による収入減少により住まいを失うおそれがある者をはじめ、低額所

得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、犯罪被害者等で従前の住居に居

住することが困難となった者に対して、社会福祉法人等が一時的な居住の場

を提供する場合について、当該社会福祉法人等に対し、市営住宅の入居者募

集に支障のない範囲で地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の４第

7 項に基づき本市の市営住宅の目的外使用の許可を行うことについて、必要

な事項を定めるものとする。

（目的外使用をする主体）

第２条 前条に規定する目的外使用（以下「目的外使用」という。）について許

可の申請をすることができる者（以下「目的外使用をする主体」という。）は、

次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 次条に規定する目的外使用を認める市営住宅により、次に掲げる要件を

全て満たす者に対し一時的な居住の場として住宅を提供し、見守り等の自

立支援を行おうとする者

ア 公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）第 23 条第２号に規定する住宅

困窮要件を満たす者

イ 新型コロナウィルス感染症の影響等に伴う離職、廃業や休業等による

収入減少により住まいを失うおそれがある者又は低額所得者、被災者、

高齢者、障害者、子育て世帯、犯罪被害者等で従前の住居に居住すること

が困難となった者

ウ 次のいずれにも該当しない者

(ｱ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。）

(ｲ) 暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 前号ア及びイに規定する要件を全て満たす者に対する住宅の提供及び

見守り等の自立支援を１年以上行ったことがある者

(3) 次のいずれかに該当する者

ア 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成

19 年法律第 112 号）第 40 条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人

イ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 22 条に規定する社会福祉法人

ウ 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項に規定す

る特定非営利活動法人



エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律

第 49 号）第２条第１号に規定する公益社団法人

オ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第２条第２号に

規定する公益財団法人

(4) 次のいずれにも該当しない者

ア 暴力団、暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

イ 役員等（役員及びその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。）

が暴力団又は暴力団員であると認められる者

ウ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、暴力団又は暴力団員を

雇用し、又は利用している者

エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

たと認められる者

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められる者

カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められる者

（目的外使用を認める市営住宅）

第３条 目的外使用を認める市営住宅は、本来の入居対象者への供給に支障が

ない市営住宅の空き室であって、市長が認めたものとする。この場合におい

て、当該市長が認めた空き室に係る市営住宅に駐車施設が整備されている市

営住宅であって、当該駐車施設に空きがある場合は、駐車施設（以下「駐車

場」という。）の目的外使用を認めるものとする。

（申請手続等）

第４条 目的外使用を希望する者は、市営住宅目的外使用希望調書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(１) 役員等名簿及び照会承諾書

(２) 法人の登記事項証明書

(３) 法人の定款

(４) 国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類

(５) その他市長が特に必要と認める書類

２ 市長は、前項の規定による申請があったときはこれらを審査し、適当と認

められる場合は、当該申請をした者を目的外使用をする主体として決定し、

市営住宅目的外使用決定通知（様式第２号）により当該申請をした者へ通知

しなければならない。

３ 前項の規定により通知を受けた目的外使用をする主体は、大牟田市公有財

産事務規則（昭和 39 年規則第６号）第 24 条第２項の規定に基づき市有財産



使用許可申請書及び誓約書を市長に提出しなければならない。

４ 市長は、前項の規定により市有財産使用許可申請書及び誓約書が提出され

たときはこれらを審査し、適当と認められる場合は目的外使用を許可し、当

該提出をした目的外使用をする主体へ通知しなければならない。

５ 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

（目的外使用の期間）

第５条 目的外使用の期間は、前条第４項の規定による通知を受けた日の翌日

以降であって目的外使用をする主体（以下「目的外使用者」という。）の指定

する日（以下「使用開始日」という。）から使用終了日又は使用開始日の属す

る年度の末日のいずれか早い日までとする。

２ 前条第４項の規定により目的外使用の許可の通知を受けた目的外使用者は、

使用開始日の属する年度の翌年度も引き続き目的外使用を希望するときは、

前条の規定により手続を行わなければならない。

（目的外使用の変更又は廃止）

第６条 目的外使用者は、次に掲げる事項を変更するときは、変更する日の１

ヶ月前までに市営住宅目的外使用変更調書（様式第３号）を市長に提出しな

ければならない。ただし、目的外使用をする主体である法人を別の法人に変

更することはできない。

(１) 市営住宅目的外使用希望調書に記載した目的外使用をする主体に関す

る事項（担当者連絡先等の目的外使用に関わる重要でない事項を除く。）

(２) 目的外使用をする市営住宅の戸数

(３) 目的外使用をする駐車場の台数

(４) 目的外使用の期間

２ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認められる場

合は、市営住宅目的外使用変更決定通知（様式第４号）により当該提出をし

た目的外使用者へ通知しなければならない。

３ 前項の規定による通知を受けた目的外使用者は、変更する事項が第１項第

２号から第４号までに掲げる事項であるときは、大牟田市公有財産事務規則

に基づき目的外使用の変更の手続を行わなければならない。

４ 市長は、前項の規定により目的外使用の変更の手続が行われたときは、こ

れらを審査し、適当と認められる場合は目的外使用の変更を許可し、当該手

続を行った目的外使用者へ通知しなければならない。

５ 目的外使用者は、目的外使用許可を廃止するときは、廃止する日の１ヶ月

前までに、市長に市営住宅目的外使用廃止報告書（様式第５号）を提出しな

ければならない。

（目的外使用に係る使用料及び敷金）

第７条 目的外使用に係る市営住宅の使用料は、公営住宅法第 16 条の規定に基

づいて算定した額とする。この場合において、算出に使用する家賃算定基礎



額は、入居者の収入 104,000 円以下の区分の額を使用するものとする。

２ 目的外使用に係る駐車場の使用料は、1 台につき月額 3,000 円とする。

３ 目的外使用に係る敷金は、徴収しない。

４ 目的外使用に係る市営住宅及び駐車場の使用料は、使用開始日から徴収す

るものとし、使用開始日又は使用完了日が月の途中で、その月の使用期間が

１月に満たないときは、日割計算し徴収するものとする。

５ 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が１か月以上にわ

たる場合であって、目的外使用者が希望する場合は、使用料を月ごとに納入

できるものとし、毎月市長が指定する日までに納入しなければならない。

（目的外使用に係る使用料の還付）

第８条 既に納入した住宅及び駐車場の使用料は、還付しない。ただし、次の

いずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(１) 市の都合によって使用許可を取り消したとき。

(２) 地震、火災、水害、その他の災害によって、当該行政財産を使用できな

くなったとき。

(３) その他、市長が特に必要があると認めるとき。

（模様替えの申請等）

第９条 目的外使用者は、市営住宅の模様替えをしようとするときは、あらか

じめ市営住宅目的外使用模様替え申請書（様式第６号）を提出しなければな

らない。

２ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認められる場

合は、市営住宅目的外使用模様替え承認書（様式第７号）により当該提出し

た目的外使用者へ通知しなければならない。

３ 同条第１項の模様替えは、市長が別に定める基準に適合するものでなけれ

ばならない。

４ 市長は、同条第２項の承認に条件を付することができる。

（目的外使用者等の費用負担義務）

第 10 条 次の各号に掲げる費用は、目的外使用者又は入居者（目的外使用者が

目的外使用の許可を受けた市営住宅の入居者をいう。以下同じ。）の負担と

する。

(１) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料

(２) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(３) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持運営に要する費

用

(４) 前条の規定により市長の承認を受けて行う模様替えに要する費用

(５) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び

給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費

用



（入居者の報告義務）

第 11 条 目的外使用者は、入居者を決定したときは、速やかに入居者名簿及

び照会承諾書を市長に提出しなければならない。

（目的外使用許可の条件の遵守義務）

第 12 条 目的外使用者は、市営住宅を使用するにあたり、第４条第５項の規定

による目的外使用許可の条件を遵守しなければならない。

（目的外使用者等の保管義務）

第 13 条 目的外使用者及び入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について善

良な管理者として必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しな

ければならない。

２ 目的外使用者又は入居者の責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施

設を滅失し、又はき損したときは、目的外使用者は、市長の指示に従い、これ

を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

（禁止事項）

第 14 条 目的外使用者及び入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用しては

ならない。

２ 目的外使用者及び入居者は、第９条第２項の規定により市長の承認を受け

た場合を除き、市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に工作

物その他の物件を設置してはならない。

３ 目的外使用者及び入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行

為をしてはならない。

４ 目的外使用者及び入居者は、市営住宅に第２条第１号ウ（ｱ）又は（ｲ）に該

当する者を居住させ、又は反復継続して出入りさせてはならない。

（目的外使用許可の取消し）

第 15 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外使用の許可を

取り消すことができる。

(１) 目的外使用者又は入居者が前２条の規定又は目的外使用者が第 12 条の

規定に違反したとき。

(２) 目的外使用者又は入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(３) 前２号のほか、市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。

（明渡し）

第 16 条 目的外使用者は、市営住宅の目的外使用を終了したとき及び前条の規

定により目的外使用許可が取り消されたときは、市長の指定する期日までに、

市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受け、これを明け渡さなけれ

ばならない。

２ 自然損耗以外の目的外使用者又は入居者の責めに帰すべき破損等による修

繕費等及び残置物の処分費については、目的外使用者から徴収するものとす

る。



３ 目的外使用者は、第９条第２項の規定より市長の承認を受け模様替えをし

たときは、第１項の検査までに目的外使用者の費用で原状に復し、又は当該

工作物等を撤去しなければならない。

（実績報告）

第 17 条 目的外使用者は、目的外使用の期間が終了したとき及び第 15 条の規

定により目的外使用許可が取り消されたときは、終了日から 10 日以内に、市

長に市営住宅目的外使用状況報告書（様式第８号）を提出しなければならな

い。

付 則

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。


